
３
２
の
施
設
を
整
備
し
、
当
該
施
設
に
お
い
て
研
究
を
行
う
場
合
は
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
る
記
録
、
資
料
そ
の

他
の
研
究
の
結
果
を
無
償
で
国
に
提
供
す
る
こ
と
又
は
研
究
の
成
果
を
国
に
報
告
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
こ

と
。

３
２
の
施
設
を
整
備
し
、
当
該
施
設
に
お
い
て
研
究
を
行
う
場
合
は
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
る
記
録
、
資
料
そ
の

他
の
研
究
の
結
果
を
無
償
で
国
に
提
供
す
る
こ
と
又
は
研
究
の
成
果
を
国
に
報
告
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
こ

と
。

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

改

正

後

改

正

前

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

第
一
条
の
三

機
構
の
行
う
業
務
（
機
構
法
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ

る
業
務
（
特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
五
号
。
以
下
「
通
信
・
放
送

開
発
法
」
と
い
う
。）第
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す

る
業
務
に
限
る
。）（
以
下
「
特
定
業
務
」
と
い
う
。）を
除
く
。）に
係
る
通
則
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省

令
で
定
め
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
条
の
三

﹇
同
上
﹈

﹇
一
〜
十
二

略
﹈

﹇
一
〜
十
二

同
上
﹈

十
三

機
構
法
第
十
四
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
出
資
並
び
に
人
的
及
び
技
術
的
援
助
に
関
す
る
事
項

﹇
新
設
﹈

十
四

機
構
法
第
十
四
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
附
帯
す
る
業
務
に
関
す
る
事
項

十
三

機
構
法
第
十
四
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
附
帯
す
る
業
務
に
関
す
る
事
項

十
五
〜
二
十
二

﹇
略
﹈

十
四
〜
二
十
一

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
高
度
専
門
職
の
項
の
下
欄
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
高
度
専
門
職
の
項
の
下
欄
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
法
務
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
一
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）別
表
第
一
の
二
の
表
の
高
度
専
門
職
の
項
の

下
欄
第
一
号
の
基
準
は
、
同
号
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
外
国
人
が
、
法
第
三
章
第
一
節
若
し
く
は
第
二
節
の
規

定
に
よ
る
上
陸
許
可
の
証
印
若
し
く
は
許
可
（
在
留
資
格
の
決
定
を
伴
う
も
の
に
限
る
。）、
法
第
四
章
第
二
節

第
一
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）別
表
第
一
の
二
の
表
の
高
度
専
門
職
の
項
の

下
欄
第
一
号
の
基
準
は
、
同
号
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
外
国
人
が
、
法
第
三
章
第
一
節
若
し
く
は
第
二
節
の
規

定
に
よ
る
上
陸
許
可
の
証
印
若
し
く
は
許
可
（
在
留
資
格
の
決
定
を
伴
う
も
の
に
限
る
。）、
法
第
四
章
第
二
節

平成 年 月 日 木曜日 (号外第 号)官 報
〇
総
務
省
令
第
二
号

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法（
平

成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
業
務
（
特
定
業
務
を
除
く
。）の
運
営
及
び
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
十
七
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
業
務
（
特
定
業
務
を
除
く
。）の
運
営
及
び
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
業
務
（
特
定
業
務
を
除
く
。）の
運
営
及
び
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を

付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も

の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

〇
法
務
省
令
第
一
号

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第
一
の
二
の
表
の
高
度
専
門
職
の
項
の
下
欄
の
規
定
に
基
づ
き
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
高
度
専
門
職
の
項
の
下
欄
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
十
七
日

法
務
大
臣

山
下

貴
司



の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
法
第
五
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

（
以
下
「
第
一
号
許
可
等
」
と
い
う
。）を
受
け
る
時
点
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

と
す
る
。

の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
法
第
五
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

（
以
下
「
第
一
号
許
可
等
」
と
い
う
。）を
受
け
る
時
点
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

と
す
る
。

一

法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
高
度
専
門
職
の
項
の
下
欄
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
外
国
人
で
あ
っ

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
係
る
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
基
準
（
年
収
の
項
に
あ
っ
て
は
、
当
該

時
点
に
お
け
る
当
該
外
国
人
の
年
齢
が
三
十
歳
未
満
の
と
き
は
同
項
の
イ
か
ら
ト
ま
で
、
三
十
歳
以
上
三
十

五
歳
未
満
の
と
き
は
同
項
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
、
三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満
の
と
き
は
同
項
の
イ
か
ら
ホ
ま

で
、
四
十
歳
以
上
の
と
き
は
同
項
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
）
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
点

数
を
合
計
し
た
も
の
が
七
十
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

一

法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
高
度
専
門
職
の
項
の
下
欄
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
外
国
人
で
あ
っ

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
係
る
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
基
準
（
年
収
の
項
に
あ
っ
て
は
、
当
該

時
点
に
お
け
る
当
該
外
国
人
の
年
齢
が
三
十
歳
未
満
の
と
き
は
同
項
の
イ
か
ら
ト
ま
で
、
三
十
歳
以
上
三
十

五
歳
未
満
の
と
き
は
同
項
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
、
三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満
の
と
き
は
同
項
の
イ
か
ら
ホ
ま

で
、
四
十
歳
以
上
の
と
き
は
同
項
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
）
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
点

数
を
合
計
し
た
も
の
が
七
十
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

項

目

基

準

点

数

項

目

基

準

点

数

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

特
別
加
算

イ

契
約
機
関
が
中
小
企
業
者
（
中
小
企
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第

百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）で
あ
っ
て
、
か
つ
、イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）

第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）の
促
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て
法
務
大
臣
が
告
示
を
も
っ
て
定
め
る
法

律
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
補
助
金
の
交
付
そ
の

他
の
支
援
措
置
で
あ
っ
て
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
の
促
進
に
資
す
る
も
の

と
し
て
法
務
大
臣
が
告
示
を
も
っ
て
定
め
る
も
の
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

二
十

特
別
加
算

イ

契
約
機
関
が
中
小
企
業
者
（
中
小
企
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第

百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）で
あ
っ
て
、
か
つ
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
（
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム

の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率

的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
五

項
に
規
定
す
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
促
進
に

資
す
る
も
の
と
し
て
法
務
大
臣
が
告
示
を
も
っ
て
定
め
る
法
律
の
規
定
に
基

づ
く
認
定
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
補
助
金
の
交
付
そ
の
他
の
支
援
措
置

で
あ
っ
て
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
の
促
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て
法
務
大

臣
が
告
示
を
も
っ
て
定
め
る
も
の
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

二
十

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

第
一
条

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技

術
総
合
研
究
機
構
（
以
下「
研
究
機
構
」と
い
う
。）

に
係
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下「
通
則
法
」

と
い
う
。）第
二
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
条

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技

術
総
合
研
究
機
構
（
以
下「
研
究
機
構
」と
い
う
。）

に
係
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下「
通
則
法
」

と
い
う
。）第
二
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術

総
合
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九

十
二
号
。
以
下
「
研
究
機
構
法
」
と
い
う
。）第

一

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術

総
合
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九

十
二
号
。
以
下
「
研
究
機
構
法
」
と
い
う
。）第

平成 年 月 日 木曜日 (号外第 号)官 報
〇
財

務

省

農
林
水
産
省
令
第
一
号

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
八
条
第
三
項
、
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
十
五
条

の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
の
業
務
運
営
に
関
す
る

省
令
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
の
基
礎
的
研
究
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
十
七
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

農
林
水
産
大
臣

川

貴
盛

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
の
業
務
運
営
に
関
す
る
省
令
及
び
国
立
研
究
開
発

法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
の
基
礎
的
研
究
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令

（
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
の
業
務
運
営
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
の
業
務
運
営
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
財農

務

省

林
水
産
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に

対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ

れ
を
加
え
る
。


